
令和６年度 第４回教育・保育部会 

 

令 和 7 年 3 月 24 日 （ 月 ） 

午 前 1 0 時 ～ 1 1 時 3 0 分 

名古屋市役所西庁舎 西 12Ｅ会議室 

 

 

１ ≪報 告≫ 

 

（１）乳児等の保育に関する調査について 

【資料１】 

 

 

２ ≪議 題≫ 

 

（１）教育・保育部会設置要綱の改正（案）について 

【資料２】 

 

（２）令和７年度以降の「就学前教育・保育施設整備交付金」協議案件登録 

における優先順位の設定について 

                  【資料３】 

 

 

 

 

 

 

＜次回開催予定＞ 

日時：令和 7年 8月頃 
場所：未定 
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資料 1 



 

乳児等の保育に関する調査について 

 

１ 事業の目的 

   乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の令和８年度の給付制度化に向 

け、保護者のニーズを的確に把握するため、対象となる子どもの保護者に対し、 

調査を実施するもの。 

また、保育施策の推進に向け、利用者負担額の軽減を実施した場合における保 

  育ニーズへの影響など、その他の保育施策に関する内容の調査も実施する。 

 

２ 事業の概要 

（１）対象 

０～２歳までの子ども（１２，０００人）の保護者 

   

（２）質問数 

約４０問 

 

（３）主な調査項目 

  ア こども誰でも通園制度 

   ・利用意向 

   ・事業の認知割合 

   ・事業設計に関する事項（希望時間帯・時間数・日数） 

 

  イ 保育所等の利用に関すること 

・保育所等の利用状況 

・利用者負担額の軽減に関する事項 

・保護者の就労状況・育児休業の取得状況 

 

（４）調査関係スケジュール 

時期 内容 

令和７年３月 令和６年度 第４回教育・保育部会 

４月 調査の実施 

６月～ 結果とりまとめ・分析の開始 

８月 （仮）令和７年度 第１回教育・保育部会 速報値報告 

10 月 （仮）令和７年度 第２回教育・保育部会 調査結果報告 
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≪議 題≫ 

 

（１）教育・保育部会設置要綱の改正（案） 

について 
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教育・保育部会設置要綱の改正（案）について 

 

１ 趣旨 

 令和７年度以降、国からの必要な財政支援を受けるには、新たに「保育提供体制の確

保のための実施計画」等を各自治体が作成し、地方版子ども・子育て会議等への諮問・

承認を経たうえで、国へ提出すること、とされている。 

 本市の地方版子ども・子育て会議である「なごや子ども・子育て支援協議会」の部会

である教育・保育部会において、本計画等を諮問するため、「教育・保育部会設置要綱」

に規定されている所掌事務を変更するもの。 

 

２ 改正（案） 

以下の新旧対照表のとおり 

現   行 改   正   案 

教育・保育部会設置要綱【抜粋】 

（所掌事務） 

第 2 条 部会は、次の事項について調査

審議等を行い、その結果を協議会に報告す

るものとする。 

(1) 幼保連携型認定こども園の認可等に

関する事項の調査審議に関すること。 

(2) 支給認定教育・保育等に係る利用者負

担のあり方の検討に関すること。 

(3) その他子ども・子育て支援新制度の施

行に関すること。 

 

 

 

（庶務） 

第 7 条 部会の庶務は、子ども青少年局

保育部保育企画課において行う。 

 

教育・保育部会設置要綱【抜粋】 

（所掌事務） 

第 2 条 部会は、次の事項について調査

審議等を行い、その結果を協議会に報告す

るものとする。 

(1) 幼保連携型認定こども園の認可等に

関する事項の調査審議に関すること。 

(2) 支給認定教育・保育等に係る利用者負

担のあり方の検討に関すること。 

(3) 保育提供体制の確保のための実施計

画等に関すること。 

(4) その他教育・保育に関する施策・事業

に関すること。 

 

（庶務） 

第 7 条 部会の庶務は、子ども青少年局

保育部幼保企画課において行う。 
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３ 今後のスケジュール（予定） 

・令和７年３月 令和６年度第４回教育・保育部会にて改正（案）の意見聴取 

・令和７年６月 令和７年度第１回なごや子ども・子育て支援協議会にて、教育・保

育部会設置要綱の改正を諮問 

・令和７年７月 教育・保育部会設置要綱を改正予定 
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≪議 題≫ 

 

（２）令和７年度以降の「就学前教育・保育施設

整備交付金」協議案件登録における優先順

位の設定について 
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令和７年度以降の「就学前教育・保育施設整備交付金」協議案件登録における 

優先順位の設定について 

 

 

1 概要 

本市では、国の「就学前教育・保育施設整備交付金」（以下、「交付金」という。）を

活用し、待機児童対策として保育所等の整備を行う事業者に対し、費用の一部を補助

している。 

国から交付金を受けるには、各整備案件について国と協議を実施の上、国から内示・

交付決定を得る必要があるが、令和７年度以降は、自治体ごとの課題を踏まえた優先

順位を付した上で協議を行うよう通知があり、国においては、各自治体の優先順位を

踏まえ予算の範囲内で補助金を交付することとしている。 

そこで、本市の保育提供体制の確保に係る課題を踏まえ指標を整理し、優先順位の

設定方法を策定するもの。 

 

2 対象事業 

・ 保育所等の老朽改築 

・ 幼稚園からの認定こども園への移行 

 

3 補助要件 

事 業 補 助 要 件 等（※） 

保育所等の老朽改築 

築 50 年以上が経過している又は築 40 年以上が経過してお

り、一級建築士等が行った老朽度算定により、老朽化が認め

られる施設（国要件） 

幼稚園から 

認定こども園への移行 

原則、２・３号利用枠確保に係る整備費用に補助（市要件） 

ただし、旧耐震基準の建物であり Is 値が 0.7 を下回る場合

には、１号部分についても、耐震化整備に必要な費用を補助 

  ※要件は、鉄筋コンクリート造の建物の場合。 

※補助及び定員増の要件については、国基準との整合性を図りながら検討していく。 

 

4 国の動き 

時 期 通 知 内 容 な ど 

令和６年 １月 22 日 第１回協議募集 

 ３月 25 日 予算の上限に達したため第２回協議以降の募集中止 

 ５月 17 日 追加協議募集（限定的な事業のみ） 

 12 月２日 補正予算に伴う追加協議募集（限定的な事業のみ） 

 12 月３日 
令和７年度協議案件登録における自治体優先順位設定につ

いての事前連絡 
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5 今後の想定スケジュール 

時 期 内 容 

令和Ｎ年 ４月～５月 意向調査照会 

 ８月 市協議書提出締切 

令和Ｎ＋１年 １月～２月上旬 
国庫協議案件登録 

国庫協議第１回申請 

 
２月中旬～ 

３月中旬 

教育・保育部会で「実施計画（整備計画、整備予定

など）」を報告 

 ３月中 国庫採択予定事業決定 

 ４月 国庫内示 

 

6 優先順位の設定 

(1) 保育提供体制の確保に係る課題 

本市における保育提供体制の確保に係る課題は以下のとおり。なお、将来的な保

育ニーズの減少局面を見据えた取組等も課題としてあるが、交付金の活用事業の範

囲で掲げるもの。 

   課題１  保育ニーズが高く利用枠が不足している地域における新たな２・３号利

用枠の確保。 

   課題２  老朽化している施設の改築等による２・３号利用枠の維持。 

 

(2) 優先順位の設定 

以下の基準で優先順位を設定 

① 整備２年目以上の施設 

② 保育ニーズの高い地域に所在しており待機児童対策として 20 人以上（３歳未満

児 10 人以上※１）の定員増加を行う施設※２ 

③ ②に該当しない施設※２ 

※１ 国庫補助の取扱いの詳細が具体的に示された場合は変更する場合あり。 

※２ 保育ニーズの高い地域で定員増（１・２歳児 24 人以上、総定員 20 人以上かつ

３歳未満児 10 人以上、１・２歳児５人以上）する施設、２・３号利用枠の保育実

績がある施設、築年数が古い施設の順に優先する。 

※３ 名古屋市名城保育園については、令和９年度に民間移管し、名古屋市と愛知県

で策定した公営住宅の建替計画において令和 13 年度（予定）に新園舎へ移転と

していることから、優先順位については、同一年に整備する施設の中で優先す

る。 

 

資料 3 - 2



（参考資料）

順位 優先順位基準
保育
ニーズ

整備に伴う定員変更 整備区分

1 高い 1・2歳児24人以上 保育所等の老朽改築

2 高い
1・2歳児24人以上
（総定員60～90人）

幼稚園から認定こども園への移行

3 高い 20人以上（3歳未満児10人以上） 保育所等の老朽改築

4 高い 20人以上（3歳未満児10人以上） 幼稚園から認定こども園への移行

5 高い 1・2歳児5人以上 保育所等の老朽改築

6 高い 1・2歳児5人以上 幼稚園から認定こども園への移行

7 ― ― 保育所等の老朽改築

8 ― ― 幼稚園から認定こども園への移行

保育ニーズの高
い地域に所在し
ており待機児童
対策として20人
以上（3歳未満
児10人以上）の
定員増加を行う
施設

上記以外の施設

※同一順位で並んだ場合は、築年数の古い順に順位付けする。
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